
佛
教
大
学
仏
教
学
会
会
則

第
一
条（
名
称
）　

本
会
は
佛
教
大
学
仏
教
学
会
と
称
す
る
。

第
二
条（
目
的
）　

本
会
は
、
佛
教
学
の
研
究
と
発
表
を
以
っ
て
、
そ
の
目

的
と
す
る
。

第
三
条（
事
業
）　

本
会
は
研
究
会
・
公
開
講
演
会
の
開
催
、
研
究
雑
誌
の

発
刊
、
そ
の
他
本
会
の
目
的
を
遂
行
す
る
上
で
必
要
と

認
め
た
事
業
を
行
う
。

第
四
条（
会
員
）　

本
会
は
左
記
の
会
員
を
以
っ
て
組
織
す
る
。
会
員
は
前

条
の
事
業
に
参
加
し
、
刊
行
物
の
配
布
を
受
け
る
こ
と

が
出
来
る
。
な
お
、
入
会
・
退
会
に
関
し
て
は
別
に
こ

れ
を
定
め
る
。

一
、
正
会
員

　
ａ
、
佛
教
大
学
仏
教
学
部
仏
教
学
科
専
任
教
員

　

ｂ
、
及
び
以
下
の
者
の
中
の
希
望
者

●
佛
教
大
学
仏
教
学
科
・
人
文
学
科
・
専
攻
科

の
卒
業
生

●
佛
教
大
学
文
学
研
究
科
浄
土
学
・
仏
教
学
・

仏
教
文
化
各
専
攻
の
在
学
生
、
及
び
修
了
生

●
佛
教
大
学
の
仏
教
学
科
以
外
の
専
任
教
員
、

及
び
佛
教
大
学
非
常
勤
講
師
・
元
教
員

●
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
の
う
ち
、
会
員

と
し
て
適
切
と
認
め
ら
れ
る
者

二
、
賛
助
会
員
（
本
会
の
趣
旨
に
賛
同
す
る
者
）

第
五
条
（
役
員
）　

本
会
に
左
記
の
役
員
を
置
く
。

一
、
会
長
（
一
名
）
正
会
員
中
の
本
学
の
教
授
を
互
選

す
る
も
の
と
す
る
。
任
期
は
二
年
と
し
再
任
は　
　
　

妨
げ
な
い
。

二
、
幹
事
（
若
干
名
）
会
長
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
た
者
。

任
期
は
二
年
と
す
る
。

三
、
会
報
編
集
委
員
（
若
干
名
）
会
長
に
よ
っ
て
委
嘱

さ
れ
た
者
。
任
期
は
二
年
と
す
る
。

第
六
条（
経
費
）　

本
会
の
経
費
は
会
費
及
び
そ
の
他
の
収
入
を
以
っ
て
充

て
る
。

第
七
条（
会
費
）　

本
会
の
会
員
は
左
記
の
会
費
を
納
入
す
る
。

正
会
員　

年
額
三
千
円　

賛
助
会
員　

一
口
一
万
円

第
八
条（
年
度
）　

本
会
の
年
度
は
毎
年
四
月
一
日
に
始
ま
り
翌
年
三
月
三

一
日
で
終
わ
る
。

第
九
条（
総
会
）　

総
会
は
原
則
と
し
て
毎
年
一
回
開
催
す
る
。
但
し
会
長

が
必
要
と
認
め
た
時
は
臨
時
に
こ
れ
を
開
く
こ
と
が
出

来
る
。

第
十
条（
事
務
所
）　

本
会
の
事
務
所
は
、
京
都
市
北
区
紫
野
北
花
ノ
坊
町
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佛
教
大
学
仏
教
学
部
資
料
室
に
設
置
す
る
。

第
十
一
条（
会
則
の
変
更
）　

本
会
則
の
変
更
は
役
員
会
の
決
議
を
経
て
総

会
出
席
者
の
過
半
数
の
同
意
を
必
要
と
す
る
。

付
則　

一
、
本
会
則
は
平
成
四
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
す
る
。

二
、
本
会
則
は
平
成
十
年
七
月
一
日
よ
り
改
正
施
行
す
る
。

三
、
本
会
則
は
平
成
二
十
二
年
七
月
一
日
よ
り
改
正
施
行
す
る
。

四
、
本
会
則
は
平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
八
日
よ
り
改
正
施
行

す
る
。

五
、
本
会
則
は
平
成
三
十
年
十
二
月
八
日
よ
り
改
正
施
行
す
る
。

役
員　

会
長　

松
永
知
海

　
　
　

幹
事　

市
川
定
敬

　
　
　

会
報
編
集
委
員　

本
庄
良
文
・
松
田
和
信
・
田
山
令
史

二
一
六

仏
教
学
会
紀
要　

二
六
号


